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　医療機関でマイナ保険証等を提示して受診する際の医療費は、
受診者が一部（3割または2割）を窓口で支払い、その残りを当組合
が負担しています。
　被扶養者資格を喪失（資格取消）した際に、事実発生から喪失手
続きまでの間に医療機関を受診した場合、当組合が負担した医療
費を返還していただくことになります。

　このように、さかのぼって資格の喪失および他保険への加入手続きをすると、一時的な支払いとはいえ金銭面の負担
が生じます。日頃から被扶養者の収入額を把握しておき、取消の事実が生じたときは速やかに届出をしましょう。

◉ 医療費返還のイメージ

〜被扶養者の資格をさかのぼって取消したとき〜

医療費の返還について

4月1日

12月以降

9月26日

継続調査等により、収入基準を超えて働いていたことがわかる
（資格取消の事実が発生：4月1日）

被扶養者資格取消の手続きを行う
（申告書の提出および被扶養者証等の返納：9月26日）

組合員へ「被扶養者資格喪失証明書（喪失日：4月1日）」が
交付される
　国民健康保険の加入手続きを行ってください。（4月分以降の保
険料をまとめて納付）
　なお、配偶者（20歳以上60歳未満）は国民年金の加入手続きも
必要です。

組合員へ医療費返還の通知が届く（12月以降）
指定された返還期限内に、医療費を返還してください。
　入金を確認後、組合員へ該当者の「レセプト」および「療養の給付
返還証明書」を送付します。
　医療費は医療機関が作成する「レセプト」に基づいて算出します
が、診療内容の審査を経るため、当組合で医療費の返還請求を行
うまでに最短でも3ヵ月以上の期間が必要になります。

国民健康保険に給付金の請求手続きを行う
　給付金の請求手続きを行うと、返還相当額（家族療養費附加金を
除きます）が給付されます。

マイナ保険証等を
使用して

医療機関を受診

医療健康課　TEL 029-301-1413お 問 い 合 わ せ 先
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